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         かわせみ

田村カルディオクリニック

広告

子どもの権利が守られる社会へ　～子どもの権利条約～

子どもの権利条約は、世界中のすべての子ども達がもつ権利を定めた条約です。日本は 1994 年
に批准しています。子ども（18歳未満の人）が権利をもつ主体であることを明確に示し、子ども
がおとなと同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にあっ
て保護や配慮が必要な、子どもならではの権利を定めています。

○�生命、生存及び発達に対する権利 ( 命を守
られ成長できること )
�すべての子どもの命が守られ、もって生
まれた能力を十分に伸ばして成長できる
よう、医療、教育、生活への支援などを
受けることが保証されます。

○�子どもの最善の利益（子どもにとって最
もよいこと）
�子どもに関することが決められ、行われ
る時は、「その子どもにとって最もよいこ
とは何か」を第一に考えます。

○�子どもの意見の尊重 ( 意見を表明し参加で
きること )
�子どもは自分に関係のある事柄について
自由に意見を表すことができ、おとなは
その意見を子どもの発達に応じて十分に
考慮します。

○差別の禁止（差別のないこと）
�すべての子どもは、子ども自身や親の人
種や国籍、性、意見、障がい、経済状況
などどんな理由でも差別されず、条約の
定める全ての権利が保障されます。

○生きる権利
�住む場所や食べ物があり、医療を受けら
れるなどして、命が守られる。

○育つ権利
�勉強したり遊んだりして、もって生まれ
た能力を十分に伸ばしながら成長できる。

○守られる権利
�暴力や搾取、有害な労働などから守られ
る。

○参加する権利
�自由に意見を表明したり、団体を作った
りできる。

代表的な４つの権利

「子どもの権利条約」４つの原則

引用：日本ユニセフ協会

子ども達の権利が守られ、健やかに、安心して成長することができるよ
うにしていくためには、子どもに関わる多くの方が子どもの権利について
理解し、社会全体で取り組んでいく必要があります。

問　健康福祉課　こども家庭係　電話　0889-22-7705

おしらせ

広告

佐川町営住宅 入居者募集

　※特別な事情により、入居戸数に変動がある場合があります。
　※種類別の一般向けは、単身者も申込み可です。

募集案内配布期間		 令和８年５月８日（金）〜令和８年５月２９日（金）　※土・日を除く
受付期間		 令和８年５月１５日（金）〜令和８年５月２９日（金）　※土・日を除く　
募集案内・申込み場所	 総務課 町営住宅担当窓口＊募集案内は、佐川町ホームページにも掲載します。
			 

問　総務課　管財契約係　電話  0889-22-7700

区分 団地名 種類別 戸数 ( 階数 ) 間取 月額住宅使用料 備考

公営
住宅

冨士見２号 (２棟 ) 障害者向 2(1 階 ) ２LＤＫ 14,500～ 28,500

家賃は入居世帯の­
総所得で決まります。

冨士見２号 (２棟 ) 単身者向 1(1 階 ) １ＤＫ 6,600～ 13,000

冨士見２号 (２棟 ) 一般向 1(1 階 ) ３ＤＫ 14,500～ 28,500

冨士見２号 (２棟 ) 一般向 1(2 階 ) ３ＤＫ 14,500～ 28,500

冨士見２号 (２棟 ) 一般向 1(4 階 ) ３ＤＫ 13,800～ 27,200

冨士見２号 (3 棟 ) 一般向 1(2 階 ) ３ＤＫ 16,200～ 31,700

冨士見２号 (3 棟 ) 一般向 1(4 階 ) ３ＤＫ 14,600～ 28,700

冨士見２号 (3 棟 ) 一般向 1(5 階 ) ３ＤＫ 14,600～ 28,700

尾川２号 (１棟 ) 世帯向 １(１階 ) ３ＤＫ 15,700～ 30,900

改良
住宅

鉢ヶ森 世帯向 1 ３ＤＫ 12,000

使用料定額山崎 世帯向 1 ３ＤＫ 10,000

東元町 世帯向 1 ２ＤＫ 12,000

地域優良
賃貸住宅 川内ヶ谷 子育て­

世帯向 1 ３ＤＫ 27,500～ 48,600 家賃は入居世帯の­
総所得で決まります。

　下記のとおり、町営住宅入居者を募集します。
募集する住宅
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毎月 20日頃から１週間、検針員が訪問し、水道メーターの検針を行っています。
正確な検針のために、いつも見やすい状態になるよう、ご協力をお願いします。

〇メーターボックスの上に駐車したり、物を置かないでください。
〇メーターボックスが、草や土で隠れてしまわないように管理をお願いします。
〇犬を飼われている場合は、リードでつなぎ、メーターボックスへの通路を確保するなど、安
全に検針できるように配慮をお願いします。

　問　建設課　水道係　電話　0889-22-7713

商業などの「取引」または「証明」に使用する質量器（はかり、分銅、おもり）は、計量法で２
年に１度、高知県の実施する定期検査を受検することが法律で義務づけられています。
対象者は、下記日程表を参照のうえ、必ず受検してください。なお、受検対象者には別途案内を

送付しますので、詳細はそちらをご覧下さい。

※検査場所について、これまで２日間にわたり、町内３箇所（高知県農業協同組合黒岩営業所・
高知県農業協同組合斗賀野支所・佐川町役場）で検査を実施していました。しかし、令和８年度か
ら、検査場所は「佐川町役場」のみとなっておりますのでご注意ください。

問　産業振興課　商工振興係　電話　0889-22-7724

水道メーターの検針にご協力を

「特定計量器の定期検査」についてのお知らせ

刀や銃は銃砲刀剣類と呼ばれ、所持するには「登録証」が必要です。
この審査会は、銃砲刀剣類所持等取締法第 14条の規定に基づいて、美術品もしくは骨董品とし

て価値のある火なわ式銃砲等の古式銃砲または美術品として価値のある刀剣類を登録するために実
施するものです。（※価値評価等の鑑定ではありません。）

【令和８年度銃砲刀剣類登録審査会日時及び会場】
日程　令和８年　�５月 12日・６月９日・７月 14日・８月 12日・９月８日・10月 13日­

11 月 10日・12月８日
　　　令和９年　１月 12日・２月９日・３月９日　　　※原則　毎月　第２火曜日
時間　13：30～ 16：00（受付は 15：30まで）
会場　高知県庁本庁舎地下第１会議室（高知市丸ノ内１-２-20）
　　　高知県庁西庁舎３階南北会議室（高知市丸ノ内１-７-52）※ 10、11、３月のみ
※手数料等手続きの詳細については、下記連絡先までお問合わせください。

問　高知県　歴史文化財課（銃砲刀剣類担当）
電話　088-823-9088
FAX　088-823-9063

令和 8 年度銃砲刀剣類登録審査会の実施について

区分 所有者 運転者 使用目的

身体障害者
18歳以上 本人

本人 特に問わない
生計を一にする方

障害者の通学、通院、通所の為
に月 4回以上使用
( 使用目的の確認資料を提出し
ていただく場合があります。)
ただし、18歳未満の本人が運
転者の場合は、使用目的を特に
問わない。

18歳未満 本人又は生計を
一にする方

本人又は生計を
一にする方

知的障害者「A1」「A2」 本人又は生計を
一にする方

生計を一にする方
※ 1

精神障害者 1級
（精神通院医療の給付を受けている方）

本人又は生計を
一にする方

生計を一にする方
※ 1

身体障害者及び知的障害者、
精神障害者のみで構成される世帯 本人 障害者を常時

介護する方

手帳及び障害の区分
障害の級別

本人運転 生計を一にする家族または常時介護者が運転

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

身体
障害者
手帳

視覚障害 ○ ○ ○ ○ 　 　 ○ ○ ○ ○ 　 　
聴覚障害 　 ○ ○ 　 　 　 　 ○ ○ 　 　 　
平衡機能障害 　 　 ○ 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　
音声機能障害（喉頭摘出のみ） 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　
上肢不自由 ○ ○ ○ 　 　 　 ○ 2級の

1・2 　 　 　 　
下肢不自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3級の1 　 　 　
体幹不自由 ○ ○ ○ 　 ○ 　 ○ ○ ○ 　 　 　
乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動機能障害

上肢機能 ○ ○ ○ 　 　 　 ○ 両上肢 　 　 　 　
移動機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 両下肢 　 　 　

心臓機能障害 ○ 　 ○ ○ 　 　 ○ 　 ○ ○ 　 　
腎臓機能障害 ○ 　 ○ ○ 　 　 ○ 　 ○ ○ 　 　
呼吸器機能障害 ○ 　 ○ ○ 　 　 ○ 　 ○ ○ 　 　
ぼうこう又は直腸の機能障害 ○ 　 ○ 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　
小腸の機能障害 ○ 　 ○ 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 ○ ○ ○ 　 　 　 ○ ○ ○ 　 　 　
肝臓機能障害 ○ ○ ○ 　 　 　 ○ ○ ○ 　 　 　

療育手帳 　判定が「A」
精神障害者保健福祉手帳 　障害の等級が「１級」

戦傷病者手帳 役場住民課へお問い合わせ下さい。

障害者手帳等の交付を受けている方、又はそのご家族の方で一定の要件を満たす場合には申請に
より軽自動車税が減免されます。( ※申請は毎年必要です。)
減免となるのは、障害のある人 1人につき 1台です。自動車税 ( 普通車等県税 ) の減免を受ける

方は、対象となりません。
◇減免の対象となる方の障害の範囲

◇その他の軽自動車税の減免 ( 構造による減免 )
　車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するために改造された軽自動車。
　( 車検証に “障害者輸送用” などの記載があること。)
◇申請期間
　令和 8年 4月 1日から令和 8年 6月 1日 ( 軽自動車税の納期限 ) まで
◇申請に必要な書類等
　①障害者手帳等　②運転免許証　③車検証　④納税通知書 ( 通知書が届いてから申請に来る方 )

問　住民課　資産税係　電話　0889-22-7704

※ 1　知的障害者及び精神障害者本人が運転する軽自動車は減免の対象から外れます。

◇減免の対象となる軽自動車の条件

身体障害者等の軽自動車税の減免について

検 査 場 所 年　月　日 時　間
佐川町役場 令和８年６月３日（水） 10：30から 12：00まで

13：00から 15：30まで
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令和８年度佐川町職員採用試験のお知らせ
１試験区分

２受付期間
　令和８年５月１日（金）～令和８年６月１日（月）17時

３申込方法
原則として、インターネット（電子申請サービス）申込で受け付けます。
受験を希望される方は、佐川町ホームページに掲載している試験案内をご確認のうえ、パソコン

又はスマートフォンを利用して、「佐川町電子申請サービス→オンライン申請手続き→手続き一覧」
から「令和８年度佐川町職員採用試験」を選択してください。
【URL】　https://apply.e-tumo.jp/town-sakawa-kochi-u/offer/offerList_initDisplay

※インターネット（電子申請サービス）による申し込みが困難な方は、
佐川町役場総務課総務係に電話でお早めにご連絡ください。
ご事情を確認させていただいたうえで、代替の申込方法をご案内いた
します。

 　
４１次試験
試験日　令和８年６月 13日（土）
場　所　佐川町役場（佐川町甲 1650 番地２）
※２次試験は、令和８年７月５日（日）を予定しています。

５試験案内の配布先
佐川町ホームページからダウンロードしてください。
詳細は、佐川町ホームページ（https://www.town.sakawa.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=2386）を

ご確認ください。
問　総務課　総務係　電話　0889-22-7700

試験区分 受験資格 採用予定人員 採用予定日
一般行政職

事務職 昭和 62 年４月２日から平成 21 年
４月１日までに生まれた人

若干名
令和８年９月１日

又は
令和９年４月１日

技術職 昭和 52 年４月２日から平成 21 年
４月１日までに生まれた人で、土木、
建築又は電気の専門課程を修了して
いる人又は採用日までに修了見込み
の人

保健師 昭和 52 年４月２日以降に生まれた
人で、保健師免許を有する人又は採
用日までに取得見込みの人

社会福祉士 昭和 52 年４月２日以降に生まれた
人で、社会福祉士の資格を有する人
又は採用日までに取得見込みの人

←こちらからお申し込みください。

広告

5月22日（金） 佐川町健康福祉センターかわせみ9：30～15：30

企画展
さんごをまとう―あこがれの帯留・かんざし―
高知の特産品・さんご。県民として知っておきたい基礎知識を織り交ぜながら、

あこがれのアクセサリーをたっぷりご覧いただきます。

　開催期間　3月 20日（金・祝）～ 5月 24日（日）
　観　覧　料　800 円
　　　　　　高校生以下無料、県内 65歳以上の方無料
　★ �5 月 24 日（日）は学芸員が展示の見どころを紹介するスライドレクチャーを開催します。

※申込不要（要観覧券）

城
ジョーハク

博のゴールデンウィーク
親子で楽しめる手裏剣体験や武士の装い体験のほか、県産材のワークショップなど

を開催します。

開催日　5月２日（土）～ 5月 5日（火・祝）
※	イベント内容は日によって異なります。詳細はホームページをご覧ください。

高知城歴史博物館　催しのお知らせ

問：高知県立高知城歴史博物館　電話　088-871-1600 ／ FAX 088-871-1619
HP：https://www.kochi-johaku.jp/

最近の集中豪雨は、時間や場所を問わず、突発的に発生します。大雨が予想され
る際は、テレビやインターネットなどの気象情報に注意し、土のうを準備するなど
家庭でできる事前の対策をしましょう。

大雨、土砂災害に備えよう！

問　総務課　危機管理対策室　電話  0889-22-7700　防災行政無線確認ダイヤル　0120-331-259
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「佐川町省エネ家電製品買替促進事業補助金」第２弾のご案内
購入期間：令和８年４月１日～令和９年２月 26日

補助対象者
町内の店舗及び事業所で家電製品を買替により購入し、佐川町に居住する方

対象家電製品　

補助要件
下記の要件等を全て満たす必要があります。
（１）町内の店舗で購入していること
（２）申請者が佐川町の住民基本台帳に登録され、居住していること
（３）佐川町税を滞納していないこと
（４）新品（未使用）であること
※�本補助金と他の補助金を併用する場合、本補助金の交付額は他の補助金の交付額を控除した額
となります。

申請受付期間
令和８年４月１日（水）～令和９年２月 26日（金）（必着）

申請に必要な書類
（１）補助金交付申請書
（２）購入に係る領収書又はレシートの写し
（３）製造者が発行した対象家電製品の保証書の写し
（４）買い替え前の家電製品の家電リサイクル券の写し
（５）佐川町税に滞納がないことを証明する完納証明書

補助金額
購入金額（補助対象経費）の３分の１を補助します。
ただし、対象家電製品１台の上限額は５万円（千円未満切捨て）となります。

留意事項
（１）１世帯につき１回限りの申請で、対象家電製品２台までとなります。
（２）１世帯で複数回にわたって購入した場合でも、まとめて申請してください。
（３）補助金の振込先は、申請者ご本人名義の通帳となります。
（４）予算が上限に達し次第、予定より早く終了する場合があります。
（５）�本補助金と他の補助金を併用する場合、本補助金の交付額は、他の補助金の交付額を控除

した金額となります。
（６）令和７年度に「佐川町省エネ家電製品買替促進事業補助金」に申請された方も申請できます。

（１） エアコン 統一省エネラベル星２以上
（２） 電気冷蔵庫 統一省エネラベル星２以上

（３） テレビ
（19ｖ型以上　38ｖ型以内） 統一省エネラベル星３. ５以上
（39ｖ型以上） 統一省エネラベル星２以上

省エネ住宅への改修をされた方へ、補助金を交付する事業です。

補助対象者
個人住宅（併用住宅の場合は、個人住宅部分

に限る。）の所有者
補助要件
下記の要件等を全て満たす必要があります。
（１）�国が実施する下記補助事業の交付決定

を受けていること。
・�「断熱窓への改修促進等による住宅の省エ
ネ・省ＣＯ２加速化支援事業（先進的窓リ
ノベ 2026 事業）」

・�「みらいエコ住宅 2026 事業（Ｍｅ住宅
2026）」

（２）�申請者が佐川町の住民基本台帳に登録
され、現に居住していること

（３）佐川町税を滞納していないこと

申請に必要な書類
（１）補助金交付申請書
（２）交付額確定通知書の写し
（３）工事請負契約書の写し
（４）施工箇所の施工前後の写真
（５）�佐川町税に滞納がないことを証明する

完納証明書
補助金額
国の補助金額の３分の１を補助します。
ただし、国と町の補助金の合計が工事費の３

分の２を超えないこと
また、上限額は 10 万円（千円未満切捨て）

となります。
留意事項
予算が上限に達し次第、予定より早く終了す

る場合があります。

「佐川町省エネ住宅促進事業補助金」のご案内 佐川町はゼロカーボンシティの実現に向けた取組を推進します！！

問　住民課　生活環境係　電話　0889-22-7706

一般家庭から出る生ごみの減量及び資源化を促進し、その意識向上を図るため、補助金を交付し
ます。

補助対象者
佐川町に住民登録があり、かつ居住する方
対象製品　
（１）生ごみ処理容器
（２）生ごみ処理機（電気式）
補助要件
下記の要件等を全て満たす必要があります。
（１）�居住地において補助対象処理機を設置

し、常に適切な維持管理ができること
（２）�堆肥化及び減量化された生ごみを適正

に処理することができること
（３）佐川町税を滞納していないこと

申請に必要な書類
（１）補助金交付申請書
（２）購入に係る領収書
（３）メーカー保証書の写し
（４）�佐川町税に滞納がないことを証明する

完納証明書
補助金額
本体購入価格の２分の１（１００円未満切捨

て）を補助します。
（１）生ごみ処理容器　上限　５，０００円
（２）生ごみ処理機　　上限３０，０００円
留意事項
（１）１世帯につき１基までとなります。
（２）�予算が上限に達し次第、予定より早く

終了する場合があります。

「佐川町生ごみ処理機等購入補助金」のご案内
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おしらせおしらせ

ふれあい収集とは、家庭ごみをごみ集積所まで持ち出すことが困難な世帯に対して、町が個別に
収集に伺い、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援を行う事業です。

「ふれあい収集」の利用を希望される方は、お気軽にご相談ください。

対象世帯
佐川町に居住しており、世帯員自ら家庭ごみをごみ集積所まで持ち出すことが困難な 65歳以上

の高齢者や障がい者等の世帯が対象となります。

収集日と収集するごみ
下記のごみが収集対象となります。
① 燃えるごみ　② 不燃ごみ　③ 資源ごみ
※粗大ごみや引っ越しに伴う大量のごみは収集できません。
※収集場所は、玄関前とし、町の分別方法に従い、ごみを出してください。
下記の日程で自宅にお伺いします。

「佐川町ふれあい収集事業」のご案内

　　　　　　地　区

　区　分

上郷・東元町・紫円・東町・春日・
上町・西町・西谷・松崎・市の瀬・
立野・柳瀬・九反田・川内ヶ谷下・
川内ヶ谷上
永野全域・黒岩全域・加茂全域

中本町・室原・岡崎・柏原・桂・
桂橋・虎杖野・中組・島の土居・
冨士見町・柳瀬橋南詰・三野・伏尾
団地・青去・荷稲・下山・馬の原
鳥の巣・斗賀野全域・尾川全域

燃えるごみ 毎週　木曜日 毎週　金曜日

不燃ごみ・資源ごみ
（ビン、カン、ペットボトル、
紙類、布類）

第３　火曜日 第４　火曜日

問　住民課　生活環境係　電話　0889-22-7706

佐川町では地域猫の不妊・去勢手術実施を目的とした猫捕獲器の貸出を行っています。ぜひご活
用ください。

〇貸出目的　猫の不妊・去勢手術実施のため
　　　　　　※その他の理由で必要な場合はご相談ください。
〇貸出期間　原則 14日以内
〇申請方法　申請書兼誓約書を住民課へ提出
〇注意事項　（１）目的外での使用はしないでください。
　　　　　　（２）捕獲器の設置に当たっては、土地所有者等の承諾を得てください。
　　　　　　（３）捕獲器の譲渡、転貸は禁止です。
　　　　　　（４）�捕獲器の紛失や破損等があった場合は、使用者の責任において修理・弁償を

お願いします。
　　　　　　（５）捕獲器に起因する苦情、怪我、事故等は、使用者が責任を負うこととなります。
　　　　　　（６）必ず洗浄して返却してください。

問　住民課　生活環境係　電話　0889-22-7706

猫捕獲器の貸出のご案内

佐川町甲1104-9

広告

「佐川町 LINE 公式アカウント」では、防災・健康・子
育て・地域のイベントなど自分が選んだ情報を受け取
ることができます。また、道路や河川などの不具合を
通報することもできます。ぜひご活用ください。
（注　ラインアプリのご利用が必要です。）

問　まちづくり推進課　0889-22-7740

「ID 検索」または下
の二次元コードから
友達追加できます。

ID:team_sakawa
佐川町 LINELINE公式アカウントのご紹介！

「佐川町地域猫活動等推進事業費補助金」及び「佐川町猫不妊・去勢手術費補助金」は、地域で
の猫の不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑え、人と動物の調和のとれた共生社会を実現
するため、地域猫活動等を行う団体又は個人の方へ、補助金を交付する事業です。
佐川町では、地域での猫の不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑え、人と動物の調和の

とれた共生社会を実現するため、以下の取組を行っています。

団体向け
佐川町地域猫活動等推進事業費補助金
＜地域猫活動＞
地域猫活動団体が、地域に住む住民の十分な

理解の下、飼い主のいない猫に不妊去勢手術等
を行い、給餌及び給水、給餌及び給水場並びに
トイレの設置、清掃等衛生管理、猫の遺棄対策
等を実施することで、人と動物の調和のとれた
共生社会を目指す一連の活動。
＜ TNR活動＞　
飼い主のいない猫を捕獲し、不妊去勢手術を

して、元の場所に戻す活動。
補助限度額　
①不妊去勢手術費
　メス１匹当たり 12,000 円

　オス１匹当たり 8,000 円
②各活動費
　１団体１申請当たり 10万円
※�申請は先着順とし、予算の範囲内で交付し
ます。

※�事業実施前に交付申請が必要となります。
詳細は役場住民課までお問い合わせください。

個人向け
佐川町猫不妊・去勢手術費補助金
補助限度額　１匹当たり 5,000 円
※�申請は先着順とし、予算の範囲内で交付し
ます。

※�必要書類等の詳細は役場住民課までお問い
合わせください。

地域猫活動等に対する補助事業のご案内

問　住民課　生活環境係　電話　0889-22-7706
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交通安全協会佐川支部・佐川警察署　電話  ０８８９-２２-０１１０
※交通安全協会は皆様の会費で運営されています。ご協力よろしくお願いします。

電話  0889-22-0560

おしらせおしらせ

自
じてんしゃ
転車に鍵

かぎ
をかけよう！

特定健診・後期高齢者健診を受けましょう
年に 1度は健康チェックを！生活習慣病等を早期発見し、病気の重症化を予防しましょう。
＊�妊娠中または出産後 1 年以内の方、長期入院中の方、施設等へ入所中の方は、すでに健康状態
を把握され、医師や施設管理者等の指導を受けていると考えられることから健診の対象外となります。

どんな検査をするの？
①診察　②身体計測　③血圧測定　④血液検査　⑤尿検査　⑥腹囲測定（特定健診のみ）
＊医師が必要と認めた場合、心電図検査、眼底検査、貧血検査を実施します。（特定健診のみ）

人間ドックでも使えます
受診券を使用すると自己負担額が約５千円程度安くなる健診機関があります！

どこで受けられますか？
１．個別健診
町内では、高北病院・西森医院・清和病院の３つの医療機関で受診できます。
県内の指定医療機関で健診のご予約をして頂き、受診券の持参が必要な場合（高北病院では受診

券の持参は不要です）は住民課保険年金係（0889-22-7706）へご連絡下さい。ご自宅へ受診券を
お送りします。
※�県内の指定医療機関については佐川町ホームページまたはこちらのQRコードよりご覧下
さい。

２．集団健診

詳細は、佐川町ホームページまたは4月号の広報と一緒に配布しております「令和8年度のセッ
ト健診および個別がん検診のお知らせ」をご覧ください。QRコードはこちらです　→

※�佐川町の集団健診では、受診券を当日発行するため受診券の持参は不要です。

令和８年度の受診券（健診の無料券）の取り扱いについて
① 引き続き受診券の一斉発送は行いません

② 集団健診と、高北病院の個別健診では受診券の持参が不要となりました。

問　住民課　保険年金係　電話 0889-22-7706

～佐川町国保（40歳から 74 歳）・後期高齢者医療保険にご加入の皆さまへ～
9,000～10,000円
相当がなんと無料！

かわせみでのセット健診
・日時　6月 12日（金）、13日（土）、15日（月）
　　　　9月 6日（日）、8日（火）
　　　　11月１5日（日）
・申込電話番号　0889-22-7716
・セット健診、日曜健診のＷＥＢ申込（24時間受付可能）できます。

ＷＥＢ申込のQRコードはこちらです→

高北病院での日曜健診
・日時　12月６日（日）
・申込電話番号　0889-22-7706

重大事故を防止するため、交通ルールを守ろう！

短い
時間でも！

自宅や学校
駅や勤務先でも


